
 
 
 
 
２０２５／０２／２５　１４：１９　現在の情報です。 
　 
　東京都中央区日本橋富沢町７番１６号 
　株式会社スタジオスポビー 
 
┏━━━━━━━━┯━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┓ 
┃会社法人等番号　│　０１０４－０１－１２９６４１　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　┃ 
┠────────┼─────────────────────────────────────┨ 
┃商　号　　　　　│　株式会社ＣＵＶＥＹＥＳ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　┃ 
┃　　　　　　　　├───────────────────────┬─────────────┨ 
┃　　　　　　　　│　株式会社スタジオスポビー　　　　　　　　　　│令和　５年　４月２６日変更┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　├－－－－－－－－－－－－－┨ 
┃　　　　　　　　│　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│令和　５年　４月２６日登記┃ 
┠────────┼───────────────────────┼─────────────┨ 
┃本　店　　　　　│　東京都中央区日本橋横山町６番１４号　　　　　│令和　１年　７月　１日移転┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　├－－－－－－－－－－－－－┨ 
┃　　　　　　　　│　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│令和　１年　７月　１日登記┃ 
┃　　　　　　　　├───────────────────────┼─────────────┨ 
┃　　　　　　　　│　東京都中央区日本橋富沢町７番１６号　　　　　│令和　６年　９月１４日移転┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　├－－－－－－－－－－－－－┨ 
┃　　　　　　　　│　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│令和　６年　９月２４日登記┃ 
┠────────┼───────────────────────┴─────────────┨ 
┃公告をする方法　│　官報に掲載する方法により行う。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　┃ 
┠────────┼─────────────────────────────────────┨ 
┃会社成立の年月日│　平成２９年２月６日　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　┃ 
┣━━━━━━━━┿━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┫ 
┃目　的　　　　　│　　１　広告代理店業務　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　┃ 
┃　　　　　　　　│　　２　イベントの企画、演出、運営業務　　　　　　　　　　　　　　　　　　┃ 
┃　　　　　　　　│　　３　出版物の企画、制作、販売業務　　　　　　　　　　　　　　　　　　　┃ 
┃　　　　　　　　│　　４　一般医療機器、福祉機器の販売業務　　　　　　　　　　　　　　　　　┃ 
┃　　　　　　　　│　　５　健康サプリメント、食品の製造販売、輸出入業務　　　　　　　　　　　┃ 
┃　　　　　　　　│　　６　健康、医療データの販売業務　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　┃ 
┃　　　　　　　　│　　７　アパレルの企画、制作、販売及び輸出入業務　　　　　　　　　　　　　┃ 
┃　　　　　　　　│　　８　ＷＥＢサイト、アプリ、ＳＮＳの企画、制作、運営業務　　　　　　　　┃ 
┃　　　　　　　　│　　９　テレビ、ラジオ番組の企画、制作業務　　　　　　　　　　　　　　　　┃ 
┃　　　　　　　　│　１０　グッズやキャラクターの企画、製造、販売業務　　　　　　　　　　　　┃ 
┃　　　　　　　　│　１１　人材派遣業務　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　┃ 
┃　　　　　　　　│　１２　飲食店企画、経営業務　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　┃ 
┃　　　　　　　　│　１３　企業コンサルティング業務　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　┃ 
┃　　　　　　　　│　１４　教育研修サービス業務　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　┃ 
┃　　　　　　　　│　１５　通訳及び翻訳業務　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　┃ 
┃　　　　　　　　│　１６　マーケティングリサーチ業務　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　┃ 
┃　　　　　　　　│　１７　コールセンター企画、運営業務　　　　　　　　　　　　　　　　　　　┃ 
┃　　　　　　　　│　１８　旅行代理店業務　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　┃ 
┃　　　　　　　　│　１９　グラフィックデザイン、コマーシャルフィルム、コンピュータ映像、ビ　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　デオ映像、スライド映像、イラスト、書籍、写真集の企画制作、出版、　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　販売並びに、これらに関する著作権の取得　　　　　　　　　　　　　　┃ 
┃　　　　　　　　│　２０　コンピュータによる情報処理並びにソフトウェアの開発および販売、情　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　報通信サービスの提供　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　┃ 
┃　　　　　　　　│　２１　前各号に附帯又は関連する一切の事業　　　　　　　　　　　　　　　　┃ 
┣━━━━━━━━┿━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┫ 
┃発行可能株式総数│　１００万株　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　┃ 
┠────────┼───────────────────────┬─────────────┨ 
┃発行済株式の総数│　発行済株式の総数　　　　　　　　　　　　　　│令和　３年　５月２６日変更┃ 
┃並びに種類及び数│　　　１万７９１０株　　　　　　　　　　　　　├－－－－－－－－－－－－－┨ 
┃　　　　　　　　│　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│令和　３年　６月２２日登記┃ 
┃　　　　　　　　├───────────────────────┼─────────────┨ 
┃　　　　　　　　│　発行済株式の総数　　　　　　　　　　　　　　│令和　５年　４月１４日変更┃ 
┃　　　　　　　　│　　　１万９２４３株　　　　　　　　　　　　　├－－－－－－－－－－－－－┨ 
┃　　　　　　　　│　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│令和　５年　４月２６日登記┃ 
┃　　　　　　　　├───────────────────────┼─────────────┨ 
┃　　　　　　　　│　発行済株式の総数　　　　　　　　　　　　　　│令和　６年　３月３１日変更┃ 
┃　　　　　　　　│　　　１万９８４０株　　　　　　　　　　　　　├－－－－－－－－－－－－－┨ 
┃　　　　　　　　│　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│令和　６年　９月２４日登記┃ 
┠────────┼───────────────────────┼─────────────┨ 
┃資本金の額　　　│　金１億８５７５万円　　　　　　　　　　　　　│令和　３年　５月２６日変更┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　├－－－－－－－－－－－－－┨ 
┃　　　　　　　　│　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│令和　３年　６月２２日登記┃ 
┃　　　　　　　　├───────────────────────┼─────────────┨ 
┃　　　　　　　　│　金２億２５７４万円　　　　　　　　　　　　　│令和　５年　４月１４日変更┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　├－－－－－－－－－－－－－┨ 
┃　　　　　　　　│　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│令和　５年　４月２６日登記┃ 
┃　　　　　　　　├───────────────────────┼─────────────┨ 
┃　　　　　　　　│　金２億４２２４万１７円　　　　　　　　　　　│令和　６年　３月３１日変更┃ 



┃　　　　　　　　│　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　├－－－－－－－－－－－－－┨ 
┃　　　　　　　　│　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│令和　６年　９月２４日登記┃ 
┠────────┼───────────────────────┴─────────────┨ 
┃株式の譲渡制限に│　当会社の発行する株式を譲渡により取得するには、株主総会の承認を受けなけ　┃ 
┃関する規定　　　│　ればならない。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　┃ 
┣━━━━━━━━┿━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┫ 
┃役員に関する事項│　取締役　　　　　夏　目　恭　行　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　┃ 
┃　　　　　　　　├───────────────────────┬─────────────┨ 
┃　　　　　　　　│　取締役　　　　　南　　常　　之　　　　　　　│平成２９年１２月１５日就任┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　├－－－－－－－－－－－－－┨ 
┃　　　　　　　　│　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│　　　　　　　　　　　　　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　├─────────────┨ 
┃　　　　　　　　│　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│令和　６年　３月３１日辞任┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　├－－－－－－－－－－－－－┨ 
┃　　　　　　　　│　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│令和　６年　９月２４日登記┃ 
┃　　　　　　　　├───────────────────────┴─────────────┨ 
┃　　　　　　　　│　神奈川県三浦郡葉山町下山口１６９５番地の８　　　　　　　　　　　　　　　┃ 
┃　　　　　　　　│　代表取締役　　　夏　目　恭　行　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　┌─────────────┨ 
┃　　　　　　　　│　横浜市中区山手町１０１番地　　　　　　　　　│令和　５年　１月１３日住所┃ 
┃　　　　　　　　│　代表取締役　　　夏　目　恭　行　　　　　　　│移転　　　　　　　　　　　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　├－－－－－－－－－－－－－┨ 
┃　　　　　　　　│　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│令和　５年　４月２６日登記┃ 
┣━━━━━━━━┿━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┷━━━━━━━━━━━━━┫ 
┃新株予約権　　　│第１回新株予約権　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　┃ 
┃　　　　　　　　│　新株予約権の数　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　┃ 
┃　　　　　　　　│　　４００個　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　┃ 
┃　　　　　　　　│　新株予約権の目的たる株式の種類及び数又はその算定方法　　　　　　　　　　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　当社普通株式４００株。当社が新株予約権割当日以降，株式分割又は株式　┃ 
┃　　　　　　　　│　　併合を行う場合，次の算式により，付与株式数を調整する。但し，かかる調　┃ 
┃　　　　　　　　│　　整は新株予約権のうち，当該時点で行使されていない新株予約権の目的とな　┃ 
┃　　　　　　　　│　　る株式の数についてのみ行われるものとする。　　　　　　　　　　　　　　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　なお，分割の比率とは，株式分割後の発行済株式総数を株式分割前の発行　┃ 
┃　　　　　　　　│　　済株式総数で除した数を，併合の比率とは，株式平行後の発行済株式総数株　┃ 
┃　　　　　　　　│　　式併合前の発行済株式総数を除した数を，それぞれを意味するものとし，以　┃ 
┃　　　　　　　　│　　下同じとする。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　┃ 
┃　　　　　　　　│　　【算式】調整後株式数＝調整前株式数×分割・併合の比率　　　　　　　　　┃ 
┃　　　　　　　　│　　（調整の結果１株未満の端数が生じた場合は，これを切り捨てる。この端数　┃ 
┃　　　　　　　　│　　処理は，割当日後、新株予約権事に計算の上行われるものとする。）　　　　┃ 
┃　　　　　　　　│　募集新株予約権の払込金額若しくはその算定方法又は払込を要しないとする旨　┃ 
┃　　　　　　　　│　　無償　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　┃ 
┃　　　　　　　　│　新株予約権の行使に際して出資される財産の価額又はその算定方法　　　　　　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　新株予約権１個当たりの行使に際して振り込みをなすべき金額は，新株予　┃ 
┃　　　　　　　　│　　約権の行使により発行または移転する株式１株当たりの払込金額（以下，　　┃ 
┃　　　　　　　　│　　「行使価額」という。）に付与株式数を乗じた金額とする。　　　　　　　　┃ 
┃　　　　　　　　│　　行使金額は金２万５０００円とする。　　　　　　　　　　　　　　　　　　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　新株予約権割当日後，当社が株式分割または株式併合を行う場合，次の算　┃ 
┃　　　　　　　　│　　式により行使価額を調整し，調整による１円未満の端数は切り上げる。　　　┃ 
┃　　　　　　　　│　　【算式】調整後行使価額＝調整前行使価額×１／（分割・併合の比率）　　　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　新株予約権割当日後，当社が時価を下回る価額で新株式発行または当社が　┃ 
┃　　　　　　　　│　　保有する自己株式の処分を行う場合，（新株予約権の行使により新株を発行　┃ 
┃　　　　　　　　│　　する場合を除く）には，行使価額を次の算式により調整し，調整の結果生じ　┃ 
┃　　　　　　　　│　　る１円未満の端数はこれを切り上げるものとする。　　　　　　　　　　　　┃ 
┃　　　　　　　　│　　【算式】調整後行使価額＝（既発行株式数×調整前行使価額＋新株発行株式　┃ 
┃　　　　　　　　│　　数×１株当たりの払込金額）÷（既発行株式数＋新株発行株式数）　　　　　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　上記の算式において，「既発行株式数」とは当社の発行済普通株式数から　┃ 
┃　　　　　　　　│　　当社が保有する普通株式にかかる自己株式数を控除した数とし，自己株式の　┃ 
┃　　　　　　　　│　　処分を行う場合には，「新株発行数」を「処分する自己株式数」に読み替え　┃ 
┃　　　　　　　　│　　るものとする。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　┃ 
┃　　　　　　　　│　新株予約権を行使することができる期間　　　　　　　　　　　　　　　　　　┃ 
┃　　　　　　　　│　　平成２９年１２月１５日から平成３９年１２月１４日まで　　　　　　　　　┃ 
┃　　　　　　　　│　新株予約権の行使の条件　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　┃ 
┃　　　　　　　　│　　①　新株予約権の割当を受けた者（以下，「新株予約権者」という。）が，　┃ 
┃　　　　　　　　│　　権利行使時において当社または当社の子会社（将来の子会社を含むものとす　┃ 
┃　　　　　　　　│　　る。）の取締役，監査役または従業員のいずれかの地位にあること。但し，　┃ 
┃　　　　　　　　│　　当社の取締役会において，特に認めた場合は，この限りではない。　　　　　┃ 
┃　　　　　　　　│　　②　新株予約権者が権利行使前に禁錮以上の刑に処せられていないこと，当　┃ 
┃　　　　　　　　│　　社の就業規則により降格以上の制裁を受けていないこと。　　　　　　　　　┃ 
┃　　　　　　　　│　　③　新株予約権者は，行使期間にかかわらず，甲の普通株式がいずれかの金　┃ 
┃　　　　　　　　│　　融商品取引所に上場された日（以下，「上場日」という。）まで，その権利　┃ 
┃　　　　　　　　│　　を行使できない。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　┃ 
┃　　　　　　　　│　　④　新株予約権者は，行使期間にかかわらず，以下の各号に掲げる期間にお　┃ 
┃　　　　　　　　│　　いて，付与された権利の一部または全部を行使することができる。この場合　┃ 
┃　　　　　　　　│　　において，かかる割合に基づき算出される行使可能な新株予約権の個数につ　┃ 
┃　　　　　　　　│　　き１個未満の端数が生ずる場合には，かかる端数を切り捨てた個数の新株予　┃ 
┃　　　　　　　　│　　約権についてのみ行使することができるものとする。但し，いずれの場合に　┃ 
┃　　　　　　　　│　　おいても権利行使に係わる権利行使価額の年間の合計額は１２００万円を超　┃ 



┃　　　　　　　　│　　えてはならない。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　┃ 
┃　　　　　　　　│　　ア　上場日から１年間　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　当該新株予約権者が割当を受けた新株予約権の総数の２０％　　　　　　┃ 
┃　　　　　　　　│　　イ　上場日から１年間を経過した日から１年間　　　　　　　　　　　　　　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　当該新株予約権者が割当を受けた新株予約権の総数の４０％　　　　　　┃ 
┃　　　　　　　　│　　ウ　上場日から２年を経過した日から１年間　　　　　　　　　　　　　　　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　当該新株予約権者が割当を受けた新株予約権の総数の６０％　　　　　　┃ 
┃　　　　　　　　│　　エ　上場日から３年を経過した日から１年間　　　　　　　　　　　　　　　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　当該新株予約権者が割当を受けた新株予約権の総数の８０％　　　　　　┃ 
┃　　　　　　　　│　　オ　上場日から４年を経過した日から行使期間の末日まで　　　　　　　　　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　当該新株予約権者が割当を受けた新株予約権の総数のすべて　　　　　　┃ 
┃　　　　　　　　│　　⑤　新株予約権者が死亡した場合，その相続人による新株予約権の権利行使　┃ 
┃　　　　　　　　│　　は認めないものとする。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　┃ 
┃　　　　　　　　│　　⑥　新株予約権の行使は１新株予約権単位でおこなうものとし，各新株予約　┃ 
┃　　　　　　　　│　　権の一部の行使は認められないものとする。　　　　　　　　　　　　　　　┃ 
┃　　　　　　　　│　　⑦　新株予約権者が１個または複数の新株予約権を行使した場合に，当該行　┃ 
┃　　　　　　　　│　　使により当該新株予約権者に対して発行される株式数は整数（当社が単元株　┃ 
┃　　　　　　　　│　　制度を導入した場合は，一単元の株式数の整数倍）でなければならず，１株　┃ 
┃　　　　　　　　│　　（当社が単元株制度を導入した場合は一単元の株式数）未満の部分について　┃ 
┃　　　　　　　　│　　これは切り捨て，株式は割り当てられないものとする。かかる端数等の切り　┃ 
┃　　　　　　　　│　　捨てについて金銭による調整は行わない。　　　　　　　　　　　　　　　　┃ 
┃　　　　　　　　├─────────────────────────────────────┨ 
┃　　　　　　　　│第１回Ｊ－ＫＩＳＳ型新株予約権　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　┃ 
┃　　　　　　　　│　新株予約権の数　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　┃ 
┃　　　　　　　　│　　３３個　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　┃ 
┃　　　　　　　　│　新株予約権の目的たる株式の種類及び数又はその算定方法　　　　　　　　　　┃ 
┃　　　　　　　　│　　（１）新株予約権の目的である株式の種類及び数　　　　　　　　　　　　　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　本新株予約権の目的たる株式の種類（以下「転換対象株式」という。）┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　は当会社の普通株式とする。但し、次回株式資金調達において発行す　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　る株式が普通株式以外の種類株式である場合には、当該種類株式（但　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　し、その発行価額が転換価額と異なる場合には、１株あたり残余財産　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　優先分配額及び当該種類株式の取得と引き換えに発行される普通株式　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　の数の算出上用いられる取得価額は適切に調整される。）とする。　　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　本新株予約権の行使により当会社が転換対象株式を新たに発行し、又　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　はこれに替えて当会社の保有する転換対象株式を処分する数は、本新　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　株予約権の発行価額の総額を転換価額で除して得られる数とする。但　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　し、本新株予約権の行使により１株未満の端数が生じるときは、１株　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　未満の端数は切り捨て、現金による調整は行わない。　　　　　　　　┃ 
┃　　　　　　　　│　　（２）転換価額　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　（ａ）「転換価額」とは、以下のうちいずれか低い額（小数点以下切上げ）┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　　をいう。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　（ｘ）割当日以降に資金調達を目的として当会社が行う（一連の）株式　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　　　の発行（当該発行に際し転換により発行される株式の発行総額を　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　　　除く総調達額が１００，０００，０００円以上のものに限るもの　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　　　とし、以下「次回株式資金調達」という。）における１株あたり　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　　　発行価額に０．８を乗じた額（ただし、９１５，０００，０００　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　　　円を次回株式資金調達の払込期日直前における当会社の完全希釈　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　　　化後株式数の総数で除した額を下限とする）　　　　　　　　　　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　（ｙ）１，１００，０００，０００円（以下「評価額上限」という。）　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　　　を次回株式資金調達の払込期日（払込期間が設定された場合には、┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　　　払込期間の初日）の直前における完全希釈化後株式数で除して得　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　　　られる額　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　　なお、「完全希釈化後株式数」とは、当会社の発行済普通株式の総　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　　数（但し、自己株式を除く。）をいう。但し、完全希釈化後株式数　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　　の算出上、普通株式以外の株式等（但し、本新株予約権及び転換価　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　　額の定めを除き本新株予約権と同一の条件を有する新株予約権を除　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　　く。）についてはその時点で全て普通株式に転換され又は当該株式　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　　等に付された権利が行使され普通株式が発行されたものと仮定し、　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　　本号（ｃ）の場合を除き、当会社において発行を決定し未だ未発行　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　　の新株予約権があるときは、当該新株予約権のすべてが行使され普　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　　通株式が発行されたものと仮定する。「株式等」とは、当会社の株　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　　式、新株予約権、新株予約権付社債及びその他当会社の株式を取得　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　　できる権利をいう。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　（ｂ）前号にかかわらず、割当日の１８ヶ月後の応当日（以下「転換期限」┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　　という。）以降における転換価額は、評価額上限を「新株予約権の　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　　行使の条件」（ｂ）号に基づく承認がなされた日における完全希釈　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　　化後株式数で除して得られる額（小数点以下切上げ）とする。　　　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　（ｃ）前二号にかかわらず、次回株式資金調達の実行日又は転換期限以前　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　　に支配権移転取引等を当会社が承認した場合における転換価額は、　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　　評価額上限を当該支配権移転取引等の実行日における完全希釈化後　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　　株式数で除して得られる額（小数点以下切上げ）とする。　　　　　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　　なお、「支配権移転取引等」とは、（ⅰ）当会社の資産の全部又は　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　　実質的に全部の売却、譲渡その他の処分、（ⅱ）合併、株式交換又　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　　は株式移転（但し、かかる行為の直前における当会社の株主が、存　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　　続会社又は完全親会社の総株主の議決権の過半数を有することにな　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　　る場合を除く。）、（ⅲ）吸収分割又は新設分割（但し、当会社の　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　　事業の全部又は実質的に全部が承継される場合に限り、かかる行為　┃ 



┃　　　　　　　　│　　　　　　の直前における当会社の株主が、承継会社又は新設会社の総株主の　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　　議決権の過半数を有することになる場合を除く。）、（ⅳ）当会社　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　　の株式等の譲渡又は移転（但し、かかる取引の直前における当会社　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　　の株主が、当該取引の直後において引き続き総株主の議決権の過半　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　　数を保有することになる場合を除く。）、又は（ⅴ）当会社の解散　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　　もしくは清算をいう。但し、かかる行為が当会社の持株会社（当会　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　　社の完全親会社であり、当会社の株主がかかる行為の直前における　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　　当会社の議決権比率と実質的に同比率にて株式を保有することにな　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　　る会社をいう。）の設立を目的として行われる場合、又は純粋な資　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　　金調達を目的として株式の発行又は処分が行われる場合を除く。　　┃ 
┃　　　　　　　　│　募集新株予約権の払込金額若しくはその算定方法又は払込を要しないとする旨　┃ 
┃　　　　　　　　│　　新株予約権１個あたり１００万円（以下「本新株予約権の発行価額」という。┃ 
┃　　　　　　　　│　　）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　┃ 
┃　　　　　　　　│　新株予約権の行使に際して出資される財産の価額又はその算定方法　　　　　　┃ 
┃　　　　　　　　│　　各本新株予約権の行使に際して出資すべき価額は１円とする。　　　　　　　┃ 
┃　　　　　　　　│　新株予約権を行使することができる期間　　　　　　　　　　　　　　　　　　┃ 
┃　　　　　　　　│　　各本新株予約権は、割当日の翌日以降、いつでも行使することができる。　　┃ 
┃　　　　　　　　│　新株予約権の行使の条件　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　┃ 
┃　　　　　　　　│　　（ａ）本新株予約権は、次回株式資金調達が発生することを条件として行使　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　することができる。但し、次回株式資金調達が転換期限までに発生し　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　ない場合、又は次回株式資金調達の実行日若しくは転換期限以前に支　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　配権移転取引等を当会社が承認した場合はこの限りではない。　　　　┃ 
┃　　　　　　　　│　　（ｂ）前（ａ）号にかかわらず、次回株式資金調達が転換期限までに発生し　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　ない場合における本新株予約権の行使は、本新株予約権（転換価額の　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　定めを除き本新株予約権と同一の条件を有する新株予約権を含む。以　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　下本（ｂ）号において同じ。）の発行価額の総額の過半数の本新株予　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　約権の保有者がこれを承認した場合に限り行うことができる。　　　　┃ 
┃　　　　　　　　│　会社が新株予約権を取得することができる事由及び取得の条件　　　　　　　　┃ 
┃　　　　　　　　│　　（１）株式を対価とする本新株予約権の取得条項　　　　　　　　　　　　　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　当会社は、次回株式資金調達を行うことを決定した場合、当該取引の　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　実行日までの日であって当会社の株主総会（当会社が取締役会設置会　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　社である場合には取締役会）が別に定める日において、その前日まで　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　に行使されなかった本新株予約権をすべて取得するものとし、当会社　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　は本新株予約権を取得するのと引換えに、当該本新株予約権の発行価　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　額をその時点における転換価額で除して得られる数の転換対象株式を　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　交付する。なお、上記の転換対象株式の数の算出にあたって１株に満　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　たない端数が生じたときは、会社法第２３４条の規定に従って金銭を　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　交付する。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　┃ 
┃　　　　　　　　│　　（２）金銭を対価とする本新株予約権の取得条項　　　　　　　　　　　　　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　当会社が支配権移転取引等を行うことを決定した場合、当該取引の実　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　行日までの日であって当会社の株主総会（当会社が取締役会設置会社　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　である場合には取締役会）が別に定める日において、その前日までに　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　行使されなかった本新株予約権をすべて取得するのと引換えに、各本　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　新株予約権につき本新株予約権の発行価額に相当する金銭を交付する。┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　┌─────────────┨ 
┃　　　　　　　　│　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│令和　４年　５月３０日発行┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　├－－－－－－－－－－－－－┨ 
┃　　　　　　　　│　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│令和　４年　６月　７日登記┃ 
┃　　　　　　　　├───────────────────────┴─────────────┨ 
┃　　　　　　　　│　令和６年３月３１日新株予約権全部行使　　　　　　　　　　　　　　　　　　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　令和　６年　９月２４日登記┃ 
┃　　　　　　　　├─────────────────────────────────────┨ 
┃　　　　　　　　│第２回新株予約権　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　┃ 
┃　　　　　　　　│　新株予約権の数　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　┃ 
┃　　　　　　　　│　　２６５個　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　┃ 
┃　　　　　　　　│　新株予約権の目的たる株式の種類及び数又はその算定方法　　　　　　　　　　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　当社普通株式２６５株（本新株予約権１個当たりの目的となる株式数は１　┃ 
┃　　　　　　　　│　　株とする。ただし、本号以下に定める株式数の調整を行った場合には、当社　┃ 
┃　　　　　　　　│　　は同様の調整を行うものとする。）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　当社が株式分割又は株式併合を行う場合は、次の算式により本新株予約権　┃ 
┃　　　　　　　　│　　の目的たる株式の数を調整するものとする。ただし、かかる調整は、本新株　┃ 
┃　　　　　　　　│　　予約権のうち、当該調整時点で行使されていない本新株予約権の目的たる株　┃ 
┃　　　　　　　　│　　式の数についてのみ行われ、調整の結果１株未満の端数は切り捨てるものと　┃ 
┃　　　　　　　　│　　する。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　調整後株式数＝調整前株式数×株式分割又は株式併合の比率　　　　　　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　また、当社が、本新株予約権発行後、合併する場合、株式交換若しくは株　┃ 
┃　　　　　　　　│　　式移転を行う場合、その他調整の必要が生じた場合には、当社は、本新株予　┃ 
┃　　　　　　　　│　　約権の目的たる株式の数について、合理的な範囲で必要と認める調整を行う　┃ 
┃　　　　　　　　│　　ことができる。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　┃ 
┃　　　　　　　　│　募集新株予約権の払込金額若しくはその算定方法又は払込を要しないとする旨　┃ 
┃　　　　　　　　│　　無償とする。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　┃ 
┃　　　　　　　　│　新株予約権の行使に際して出資される財産の価額又はその算定方法　　　　　　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　本新株予約権の行使により発行される株式１株当たりの払込金額（以下　　┃ 
┃　　　　　　　　│　　「行使価額」という。）は、６万円とする。各本新株予約権の行使に際して　┃ 
┃　　　　　　　　│　　払込みをすべき金額は、行使価額に「新株予約権の目的たる株式の種類及び　┃ 
┃　　　　　　　　│　　数又はその算定方法」で定める本新株予約権１個当たりの目的となる株式数　┃ 
┃　　　　　　　　│　　を乗じた金額とする。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　┃ 



┃　　　　　　　　│　　　本新株予約権発行後、当社が株式分割又は株式併合を行う場合は、株式分　┃ 
┃　　　　　　　　│　　割の場合は株式分割のための株式割当日の翌日以降、株式併合の場合は株式　┃ 
┃　　　　　　　　│　　併合の効力発生の時をもって、次の算式により行使価額を調整し、調整によ　┃ 
┃　　　　　　　　│　　り生ずる１円未満の端数は切り上げるものとする。　　　　　　　　　　　　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　１　　　　　　　　　　　┃ 
┃　　　　　　　　│　　調整後行使価額＝調整前行使価額×───────────────　　　　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　　　　　　　　　　　　　　　株式分割又は株式併合の比率　　　　　┃ 
┃　　　　　　　　│　　また、当社が、本新株予約権発行後、合併する場合、株式交換若しくは株式　┃ 
┃　　　　　　　　│　　移転を行う場合、その他調整の必要が生じた場合には、当社は、行使価額に　┃ 
┃　　　　　　　　│　　ついて、合理的な範囲で必要と認める調整を行うことができる。　　　　　　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　新株予約権割当日後、当社が時価を下回る価額で新株式発行又は当社が保　┃ 
┃　　　　　　　　│　　有する自己株式の処分を行う場合（新株予約権の行使により新株を発行する　┃ 
┃　　　　　　　　│　　場合を除く）には、行使価額を次の算式により調整し、調整の結果生ずる１　┃ 
┃　　　　　　　　│　　円未満の端数はこれを切り下げるものとする。　　　　　　　　　　　　　　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　　　　　　　　（既発行×調整前　＋新株発行×１株当たり　　　　　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　　　　　　　　　株式数　行使価額　株式数　　払込金額）　　　　　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　調整後行使価額＝───────────────────────　　　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　　　　　　　　　　（既発行株式数＋新株発行株式数）　　　　　　　┃ 
┃　　　　　　　　│　　上記の算式において、「既発行株式数」とは、当社の発行済普通株式数から　┃ 
┃　　　　　　　　│　　当社が保有する普通株式数にかかる自己株式数を控除した数とし、自己株式　┃ 
┃　　　　　　　　│　　の処分を行う場合には、「新株発行株式数」を「処分する自己株式数」、　　┃ 
┃　　　　　　　　│　　「１株当たり払込金額」を「１株当たり処分金額」に読み替えるものとする。┃ 
┃　　　　　　　　│　新株予約権を行使することができる期間　　　　　　　　　　　　　　　　　　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　令和７年１１月３０日から令和１２年１２月３１日までとする。　　　　　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　ただし、当社が、本新株予約権発行後、合併する場合、株式交換若しくは　┃ 
┃　　　　　　　　│　　株式移転を行う場合、その他調整の必要が生じた場合には、当社は、行使期　┃ 
┃　　　　　　　　│　　間について、合理的な範囲で必要と認める調整を行うことができる。　　　　┃ 
┃　　　　　　　　│　新株予約権の行使の条件　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　①前号にかかわらず、対象者は、当社の株券が日本証券業協会の店頭売買　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　有価証券登録原簿に登録（以下「店頭登録」という。）され、又は当社　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　の普通株式が日本国内のいずれかの金融商品取引所に上場（以下「上場」┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　という。）された場合、店頭登録の日又は上場の日後１か月を経過する　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　までは、本新株予約権を一切行使することができないものとする。　　　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　②対象者は、本新株予約権の行使時においても当社の取締役、監査役又は　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　従業員であることを要する。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　ただし、対象者が、本新株予約権の行使時において当社の取締役、監査　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　役又は従業員でない場合であっても、当社の取締役若しくは監査役を任　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　期満了により退任した場合、当社就業規則に規定する当社都合退職した　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　場合、又は本新株予約権を行使できることについて当社取締役の過半数　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　（取締役会設置後は取締役会）の承認を得た場合にはこの限りではない。┃ 
┃　　　　　　　　│　　　③対象者は、以下の区分に従って、本新株予約権の全部又は一部を行使す　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　ることができる（ただし、かかる行使により発行される株式数は１株の　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　整数倍でなければならない。）。但し、いずれの場合においても権利行　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　使に係わる権利価額の年間の合計額は１２００万円を超えてはならない。┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　（ⅰ）令和７年１１月３０日以降同１０年１２月３１日までの間は、本　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　　　新株予約権の目的となる株式数のうち、その２分の１までについ　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　　　て権利を行使することができる。　　　　　　　　　　　　　　　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　（ⅱ）令和１１年１月１日以降、本新株予約権の目的となる株式数のう　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　　　ち、その全てについて権利を行使することができる。　　　　　　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　④対象者が死亡した場合は、対象者の相続人は、本新株予約権を行使する　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　ことはできない。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　⑤対象者は、前各号の規定に従い、一度の手続において本新株予約権の全　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　部又は一部を行使することができる。ただし、１個の本新株予約権の一　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　部につき行使することはできない。　　　　　　　　　　　　　　　　　┃ 
┃　　　　　　　　│　会社が新株予約権を取得することができる事由及び取得の条件　　　　　　　　┃ 
┃　　　　　　　　│　　①当社が消滅会社となる合併契約承認の議案又は当社が完全子会社となる株　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　式交換契約承認の議案若しくは株式移転計画承認の議案につき株主総会で　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　承認（株主総会が不要の場合は、取締役の過半数の決定（取締役会設置後　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　は取締役会で決議））がされたときは、存続会社又は当社の完全親会社が　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　本新株予約権に係る義務を承継するときを除き、当社は本新株予約権を無　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　償で取得することができる。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　┃ 
┃　　　　　　　　│　　②本新株予約権の行使の条件に該当しなくなったため、本新株予約権の全部　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　又は一部につき行使できないものが生じたときは、当社は当該本新株予約　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　権を無償で取得することができる。　　　　　　　　　　　　　　　　　　┃ 
┃　　　　　　　　│　　③対象者が本新株予約権の全部又は一部を放棄した場合は、当社は当該本新　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　株予約権を無償で取得することができる。　　　　　　　　　　　　　　　┃ 
┃　　　　　　　　│　　④当社と対象者との間の契約により本新株予約権が失効した場合には、当社　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　は当該本新株予約権を無償で取得することができる。　　　　　　　　　　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　┌─────────────┨ 
┃　　　　　　　　│　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│令和　４年　８月３０日発行┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　├－－－－－－－－－－－－－┨ 
┃　　　　　　　　│　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│令和　４年　９月　７日登記┃ 
┃　　　　　　　　├───────────────────────┴─────────────┨ 
┃　　　　　　　　│第３回新株予約権　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　┃ 
┃　　　　　　　　│　新株予約権の数　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　┃ 
┃　　　　　　　　│　　１９４個　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　┃ 
┃　　　　　　　　│　新株予約権の目的たる株式の種類及び数又はその算定方法　　　　　　　　　　┃ 



┃　　　　　　　　│　　　当社普通株式１９４株（本新株予約権１個当たりの目的となる株式数は１　┃ 
┃　　　　　　　　│　　株とする。ただし、本号以下に定める株式数の調整を行った場合には、当社　┃ 
┃　　　　　　　　│　　は同様の調整を行うものとする。）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　当社が株式分割又は株式併合を行う場合は、次の算式により本新株予約権　┃ 
┃　　　　　　　　│　　の目的たる株式の数を調整するものとする。ただし、かかる調整は、本新株　┃ 
┃　　　　　　　　│　　予約権のうち、当該調整時点で行使されていない本新株予約権の目的たる株　┃ 
┃　　　　　　　　│　　式の数についてのみ行われ、調整の結果１株未満の端数は切り捨てるものと　┃ 
┃　　　　　　　　│　　する。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　調整後株式数＝調整前株式数×株式分割又は株式併合の比率　　　　　　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　また、当社が、本新株予約権発行後、合併する場合、株式交換若しくは株　┃ 
┃　　　　　　　　│　　式移転を行う場合、その他調整の必要が生じた場合には、当社は、本新株予　┃ 
┃　　　　　　　　│　　約権の目的たる株式の数について、合理的な範囲で必要と認める調整を行う　┃ 
┃　　　　　　　　│　　ことができる。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　┃ 
┃　　　　　　　　│　募集新株予約権の払込金額若しくはその算定方法又は払込を要しないとする旨　┃ 
┃　　　　　　　　│　　無償とする。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　┃ 
┃　　　　　　　　│　新株予約権の行使に際して出資される財産の価額又はその算定方法　　　　　　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　本新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、本新株予約権を行　┃ 
┃　　　　　　　　│　　使することにより交付を受けることができる株式１株当たりの払込金額（以　┃ 
┃　　　　　　　　│　　下「行使価額」という。）を６万円とし、これに付与株式数を乗じた金額と　┃ 
┃　　　　　　　　│　　する。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　本新株予約権発行後、当社が株式分割又は株式併合を行う場合は、株式分　┃ 
┃　　　　　　　　│　　割の場合は株式分割のための株式割当日の翌日以降、株式併合の場合は株式　┃ 
┃　　　　　　　　│　　併合の効力発生の時をもって、次の算式により行使価額を調整し、調整によ　┃ 
┃　　　　　　　　│　　り生ずる１円未満の端数は切り上げるものとする。　　　　　　　　　　　　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　１　　　　　　　　　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　調整後行使価額＝調整前行使価額×───────────────　　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　株式分割又は株式併合の比率　　　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　また、当社が、本新株予約権発行後、合併する場合、株式交換若しくは株　┃ 
┃　　　　　　　　│　　式移転を行う場合、その他調整の必要が生じた場合には、当社は、行使価額　┃ 
┃　　　　　　　　│　　について、合理的な範囲で必要と認める調整を行うことができる。　　　　　┃ 
┃　　　　　　　　│　新株予約権を行使することができる期間　　　　　　　　　　　　　　　　　　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　令和４年１１月１日から令和８年１２月３１日までとする。　　　　　　　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　ただし、当社が、本新株予約権発行後、合併する場合、株式交換若しくは　┃ 
┃　　　　　　　　│　　株式移転を行う場合、その他調整の必要が生じた場合には、当社は、行使期　┃ 
┃　　　　　　　　│　　間について、合理的な範囲で必要と認める調整を行うことができる。　　　　┃ 
┃　　　　　　　　│　新株予約権の行使の条件　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　┃ 
┃　　　　　　　　│　　①前号にかかわらず、対象者は、当社の株券が日本証券業協会の店頭売買有　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　価証券登録原簿に登録（以下「店頭登録」という。）され、又は当社の普　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　通株式が日本国内のいずれかの金融商品取引所に上場（以下「上場」とい　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　う。）された場合、店頭登録の日又は上場の日後１か月を経過するまでは、┃ 
┃　　　　　　　　│　　　本新株予約権を一切行使することができないものとする。　　　　　　　　┃ 
┃　　　　　　　　│　　②対象者が、権利行使時においても当社の対外協力者の地位にあること。た　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　だし、対外協力者とは、下記のいずれかまたは全部の協力行為を現に実行　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　していることをいう。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　ア　ベンチャーキャピタル斡旋等の資金調達や事業計画資料の作成支援等　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　への協力　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　イ　当社作成のアプリケーションの改善やユーザーインターフェイスに関　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　するコンサルタント　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　ウ　当社と協調して新規顧客を獲得するため、当社の営業・マーケティン　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　グへの協力　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　┃ 
┃　　　　　　　　│　　③対象者は、前各号の規定に従い、一度の手続において本新株予約権の全部　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　又は一部を行使することができる。ただし、１個の本新株予約権の一部に　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　つき行使することはできない。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　┃ 
┃　　　　　　　　│　会社が新株予約権を取得することができる事由及び取得の条件　　　　　　　　┃ 
┃　　　　　　　　│　　①当社が消滅会社となる合併契約承認の議案又は当社が完全子会社となる株　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　式交換契約承認の議案若しくは株式移転計画承認の議案につき株主総会で　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　承認（株主総会が不要の場合は、取締役の過半数の決定（取締役会設置後　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　は取締役会で決議））がなされたときは、存続会社又は当社の完全親会社　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　が本新株予約権に係る義務を承継するとき及び対象者が買収時の取扱いに　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　基づき本新株予約権を行使する場合を除き、当社は本新株予約権を無償で　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　取得することができる。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　┃ 
┃　　　　　　　　│　　②本新株予約権の行使の条件に該当しなくなったため、本新株予約権の全部　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　又は一部につき行使できないものが生じたときは、当社は当該本新株予約　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　権を無償で取得することができる。　　　　　　　　　　　　　　　　　　┃ 
┃　　　　　　　　│　　③対象者が本新株予約権の全部又は一部を放棄した場合は、当社は当該本新　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　株予約権を無償で取得することができる。　　　　　　　　　　　　　　　┃ 
┃　　　　　　　　│　　④当社と対象者との間の契約により本新株予約権が失効した場合には、当社　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　は当該本新株予約権を無償で取得することができる。　　　　　　　　　　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　┌─────────────┨ 
┃　　　　　　　　│　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│令和　４年　８月３０日発行┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　├－－－－－－－－－－－－－┨ 
┃　　　　　　　　│　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│令和　４年　９月　７日登記┃ 
┃　　　　　　　　├───────────────────────┴─────────────┨ 
┃　　　　　　　　│第２回Ｊ－ＫＩＳＳ型新株予約権　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　┃ 
┃　　　　　　　　│　新株予約権の数　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　┃ 
┃　　　　　　　　│　　２６個　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　┃ 
┃　　　　　　　　│　新株予約権の目的たる株式の種類及び数又はその算定方法　　　　　　　　　　┃ 



┃　　　　　　　　│　　（１）新株予約権の目的である株式の種類及び数　　　　　　　　　　　　　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　本新株予約権の目的たる株式の種類（以下「転換対象株式」という。）┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　は当会社の普通株式とする。但し、次回株式資金調達において発行す　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　る株式が普通株式以外の種類株式である場合には、当該種類株式（但　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　し、その発行価額が転換価額と異なる場合には、１株あたり残余財産　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　優先分配額及び当該種類株式の取得と引き換えに発行される普通株式　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　の数の算出上用いられる取得価額は適切に調整される。）とする。　　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　本新株予約権の行使により当会社が転換対象株式を新たに発行し、又　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　はこれに替えて当会社の保有する転換対象株式を処分する数は、本新　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　株予約権の発行価額の総額を転換価額で除して得られる数とする。但　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　し、本新株予約権の行使により１株未満の端数が生じるときは、１株　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　未満の端数は切り捨て、現金による調整は行わない。　　　　　　　　┃ 
┃　　　　　　　　│　　（２）転換価額　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　（ａ）「転換価額」とは、以下のうちいずれか低い額（小数点以下切上げ）┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　　をいう。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　（ｘ）割当日以降に資金調達を目的として当会社が行う（一連の）株式　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　　　の発行（当該発行に際し転換により発行される株式の発行総額を　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　　　除く総調達額が１００，０００，０００円以上のものに限るもの　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　　　とし、以下「次回株式資金調達」という。）における１株あたり　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　　　発行価額に０．８を乗じた額（ただし、９１５，０００，０００　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　　　円を次回株式資金調達の払込期日直前における当会社の完全希釈　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　　　化後株式数の総数で除した額を下限とする）　　　　　　　　　　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　（ｙ）１，１００，０００，０００円（以下「評価額上限」という。）　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　　　を次回株式資金調達の払込期日（払込期間が設定された場合には、┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　　　払込期間の初日）の直前における完全希釈化後株式数で除して得　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　　　られる額　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　　なお、「完全希釈化後株式数」とは、当会社の発行済普通株式の総　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　　数（但し、自己株式を除く。）をいう。但し、完全希釈化後株式数　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　　の算出上、普通株式以外の株式等（但し、本新株予約権及び転換価　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　　額の定めを除き本新株予約権と同一の条件を有する新株予約権を除　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　　く。）についてはその時点で全て普通株式に転換され又は当該株式　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　　等に付された権利が行使され普通株式が発行されたものと仮定し、　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　　本号（ｃ）の場合を除き、当会社において発行を決定し未だ未発行　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　　の新株予約権があるときは、当該新株予約権のすべてが行使され普　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　　通株式が発行されたものと仮定する。「株式等」とは、当会社の株　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　　式、新株予約権、新株予約権付社債及びその他当会社の株式を取得　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　　できる権利をいう。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　（ｂ）前号にかかわらず、割当日の１８ヶ月後の応当日（以下「転換期限」┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　　という。）以降における転換価額は、評価額上限を「新株予約権の　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　　行使の条件」（ｂ）号に基づく承認がなされた日における完全希釈　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　　化後株式数で除して得られる額（小数点以下切上げ）とする。　　　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　（ｃ）前二号にかかわらず、次回株式資金調達の実行日又は転換期限以前　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　　に支配権移転取引等を当会社が承認した場合における転換価額は、　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　　評価額上限を当該支配権移転取引等の実行日における完全希釈化後　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　　株式数で除して得られる額（小数点以下切上げ）とする。　　　　　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　　なお、「支配権移転取引等」とは、（ⅰ）当会社の資産の全部又は　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　　実質的に全部の売却、譲渡その他の処分、（ⅱ）合併、株式交換又　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　　は株式移転（但し、かかる行為の直前における当会社の株主が、存　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　　続会社又は完全親会社の総株主の議決権の過半数を有することにな　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　　る場合を除く。）、（ⅲ）吸収分割又は新設分割（但し、当会社の　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　　事業の全部又は実質的に全部が承継される場合に限り、かかる行為　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　　の直前における当会社の株主が、承継会社又は新設会社の総株主の　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　　議決権の過半数を有することになる場合を除く。）、（ⅳ）当会社　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　　の株式等の譲渡又は移転（但し、かかる取引の直前における当会社　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　　の株主が、当該取引の直後において引き続き総株主の議決権の過半　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　　数を保有することになる場合を除く。）、又は（ⅴ）当会社の解散　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　　もしくは清算をいう。但し、かかる行為が当会社の持株会社（当会　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　　社の完全親会社であり、当会社の株主がかかる行為の直前における　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　　当会社の議決権比率と実質的に同比率にて株式を保有することにな　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　　る会社をいう。）の設立を目的として行われる場合、又は純粋な資　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　　金調達を目的として株式の発行又は処分が行われる場合を除く。　　┃ 
┃　　　　　　　　│　募集新株予約権の払込金額若しくはその算定方法又は払込を要しないとする旨　┃ 
┃　　　　　　　　│　　新株予約権１個あたり１００万円（以下「本新株予約権の発行価額」という。┃ 
┃　　　　　　　　│　　）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　┃ 
┃　　　　　　　　│　新株予約権の行使に際して出資される財産の価額又はその算定方法　　　　　　┃ 
┃　　　　　　　　│　　各本新株予約権の行使に際して出資すべき価額は１円とする。　　　　　　　┃ 
┃　　　　　　　　│　新株予約権を行使することができる期間　　　　　　　　　　　　　　　　　　┃ 
┃　　　　　　　　│　　各本新株予約権は、割当日の翌日以降、いつでも行使することができる。　　┃ 
┃　　　　　　　　│　新株予約権の行使の条件　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　（ａ）本新株予約権は、次回株式資金調達が発生することを条件として行　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　　使することができる。但し、次回株式資金調達が転換期限までに発　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　　生しない場合、又は次回株式資金調達の実行日若しくは転換期限以　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　　前に支配権移転取引等を当会社が承認した場合はこの限りではない。┃ 
┃　　　　　　　　│　　　（ｂ）前（ａ）号にかかわらず、次回株式資金調達が転換期限までに発生　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　　しない場合における本新株予約権の行使は、本新株予約権（転換価　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　　額の定めを除き本新株予約権と同一の条件を有する新株予約権を含　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　　む。以下本（ｂ）号において同じ。）の発行価額の総額の過半数の　┃ 



┃　　　　　　　　│　　　　　　本新株予約権の保有者がこれを承認した場合に限り行うことができ　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　　る。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　┃ 
┃　　　　　　　　│　会社が新株予約権を取得することができる事由及び取得の条件　　　　　　　　┃ 
┃　　　　　　　　│　　（１）株式を対価とする本新株予約権の取得条項　　　　　　　　　　　　　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　（ａ）当会社は、次回株式資金調達を行うことを決定した場合、当該取引　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　　の実行日までの日であって当会社の株主総会（当会社が取締役会設　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　　置会社である場合には取締役会）が別に定める日において、その前　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　　日までに行使されなかった本新株予約権をすべて取得するものとし、┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　　当会社は本新株予約権を取得するのと引換えに、当該本新株予約権　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　　の発行価額をその時点における転換価額で除して得られる数の転換　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　　対象株式を交付する。なお、上記の転換対象株式の数の算出にあた　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　　って１株に満たない端数が生じたときは、会社法第２３４条の規定　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　　に従って金銭を交付する。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　（ｂ）前（ａ）号の定めにより本新株予約権を取得する場合、当会社は、　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　　取得日の２週間前までに本新株予約権の保有者に対して、その旨及　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　　び転換対象株式の内容その他当該次回株式資金調達における株式発　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　　行の条件を書面にて通知するものとする。　　　　　　　　　　　　┃ 
┃　　　　　　　　│　　（２）金銭を対価とする本新株予約権の取得条項　　　　　　　　　　　　　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　（ａ）当会社が支配権移転取引等を行うことを決定した場合、当該取引の　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　　実行日までの日であって当会社の株主総会（当会社が取締役会設置　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　　会社である場合には取締役会）が別に定める日において、その前日　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　　までに行使されなかった本新株予約権をすべて取得するのと引換え　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　　に、各本新株予約権につき本新株予約権の発行価額に相当する金銭　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　　を交付する。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　（ｂ）当会社は、前（ａ）号に基づき本新株予約権を取得する日（当該日　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　　を定めなかった場合には支配権移転取引等の実行日）の２週間前ま　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　　でに本新株予約権の保有者に対して、支配権移転取引等の条件を書　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　　面で通知するものとする。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　┌─────────────┨ 
┃　　　　　　　　│　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│令和　４年１０月２８日発行┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　├－－－－－－－－－－－－－┨ 
┃　　　　　　　　│　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│令和　４年１１月１１日登記┃ 
┃　　　　　　　　├───────────────────────┴─────────────┨ 
┃　　　　　　　　│第３回Ｊ－ＫＩＳＳ型新株予約権　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　┃ 
┃　　　　　　　　│　新株予約権の数　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　┃ 
┃　　　　　　　　│　　２０個　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　┃ 
┃　　　　　　　　│　新株予約権の目的たる株式の種類及び数又はその算定方法　　　　　　　　　　┃ 
┃　　　　　　　　│　　（１）新株予約権の目的である株式の種類及び数　　　　　　　　　　　　　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　本新株予約権の目的たる株式の種類（以下「転換対象株式」という。）┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　は当会社の普通株式とする。但し、次回株式資金調達において発行す　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　る株式が普通株式以外の種類株式である場合には、当該種類株式（但　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　し、その発行価額が転換価額と異なる場合には、１株あたり残余財産　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　優先分配額及び当該種類株式の取得と引き換えに発行される普通株式　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　の数の算出上用いられる取得価額は適切に調整される。）とする。　　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　本新株予約権の行使により当会社が転換対象株式を新たに発行し、又　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　はこれに替えて当会社の保有する転換対象株式を処分する数は、本新　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　株予約権の発行価額の総額を転換価額で除して得られる数とする。但　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　し、本新株予約権の行使により１株未満の端数が生じるときは、１株　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　未満の端数は切り捨て、現金による調整は行わない。　　　　　　　　┃ 
┃　　　　　　　　│　　（２）転換価額　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　（ａ）「転換価額」とは、以下のうちいずれか低い額（小数点以下切上げ）┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　　をいう。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　（ｘ）割当日以降に資金調達を目的として当会社が行う（一連の）株式　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　　　の発行（当該発行に際し転換により発行される株式の発行総額を　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　　　除く総調達額が１００，０００，０００円以上のものに限るもの　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　　　とし、以下「次回株式資金調達」という。）における１株あたり　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　　　発行価額に０．８を乗じた額（ただし、９１５，０００，０００　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　　　円を次回株式資金調達の払込期日直前における当会社の完全希釈　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　　　化後株式数の総数で除した額を下限とする）　　　　　　　　　　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　（ｙ）１，１００，０００，０００円（以下「評価額上限」という。）　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　　　を次回株式資金調達の払込期日（払込期間が設定された場合には、┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　　　払込期間の初日）の直前における完全希釈化後株式数で除して得　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　　　られる額　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　　なお、「完全希釈化後株式数」とは、当会社の発行済普通株式の総　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　　数（但し、自己株式を除く。）をいう。但し、完全希釈化後株式数　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　　の算出上、普通株式以外の株式等（但し、本新株予約権及び転換価　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　　額の定めを除き本新株予約権と同一の条件を有する新株予約権を除　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　　く。）についてはその時点で全て普通株式に転換され又は当該株式　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　　等に付された権利が行使され普通株式が発行されたものと仮定し、　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　　本号（ｃ）の場合を除き、当会社において発行を決定し未だ未発行　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　　の新株予約権があるときは、当該新株予約権のすべてが行使され普　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　　通株式が発行されたものと仮定する。「株式等」とは、当会社の株　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　　式、新株予約権、新株予約権付社債及びその他当会社の株式を取得　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　　できる権利をいう。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　（ｂ）前号にかかわらず、割当日の１８ヶ月後の応当日（以下「転換期限」┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　　という。）以降における転換価額は、評価額上限を「新株予約権の　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　　行使の条件」（ｂ）号に基づく承認がなされた日における完全希釈　┃ 



┃　　　　　　　　│　　　　　　化後株式数で除して得られる額（小数点以下切上げ）とする。　　　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　（ｃ）前二号にかかわらず、次回株式資金調達の実行日又は転換期限以前　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　　に支配権移転取引等を当会社が承認した場合における転換価額は、　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　　評価額上限を当該支配権移転取引等の実行日における完全希釈化後　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　　株式数で除して得られる額（小数点以下切上げ）とする。　　　　　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　　なお、「支配権移転取引等」とは、（ⅰ）当会社の資産の全部又は　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　　実質的に全部の売却、譲渡その他の処分、（ⅱ）合併、株式交換又　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　　は株式移転（但し、かかる行為の直前における当会社の株主が、存　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　　続会社又は完全親会社の総株主の議決権の過半数を有することにな　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　　る場合を除く。）、（ⅲ）吸収分割又は新設分割（但し、当会社の　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　　事業の全部又は実質的に全部が承継される場合に限り、かかる行為　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　　の直前における当会社の株主が、承継会社又は新設会社の総株主の　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　　議決権の過半数を有することになる場合を除く。）、（ⅳ）当会社　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　　の株式等の譲渡又は移転（但し、かかる取引の直前における当会社　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　　の株主が、当該取引の直後において引き続き総株主の議決権の過半　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　　数を保有することになる場合を除く。）、又は（ⅴ）当会社の解散　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　　もしくは清算をいう。但し、かかる行為が当会社の持株会社（当会　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　　社の完全親会社であり、当会社の株主がかかる行為の直前における　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　　当会社の議決権比率と実質的に同比率にて株式を保有することにな　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　　る会社をいう。）の設立を目的として行われる場合、又は純粋な資　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　　金調達を目的として株式の発行又は処分が行われる場合を除く。　　┃ 
┃　　　　　　　　│　募集新株予約権の払込金額若しくはその算定方法又は払込を要しないとする旨　┃ 
┃　　　　　　　　│　　新株予約権１個あたり１００万円（以下「本新株予約権の発行価額」という。┃ 
┃　　　　　　　　│　　）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　┃ 
┃　　　　　　　　│　新株予約権の行使に際して出資される財産の価額又はその算定方法　　　　　　┃ 
┃　　　　　　　　│　　各本新株予約権の行使に際して出資すべき価額は１円とする。　　　　　　　┃ 
┃　　　　　　　　│　新株予約権を行使することができる期間　　　　　　　　　　　　　　　　　　┃ 
┃　　　　　　　　│　　各本新株予約権は、割当日の翌日以降、いつでも行使することができる。　　┃ 
┃　　　　　　　　│　新株予約権の行使の条件　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　（ａ）本新株予約権は、次回株式資金調達が発生することを条件として行　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　　使することができる。但し、次回株式資金調達が転換期限までに発　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　　生しない場合、又は次回株式資金調達の実行日若しくは転換期限以　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　　前に支配権移転取引等を当会社が承認した場合はこの限りではない。┃ 
┃　　　　　　　　│　　　（ｂ）前（ａ）号にかかわらず、次回株式資金調達が転換期限までに発生　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　　しない場合における本新株予約権の行使は、本新株予約権（転換価　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　　額の定めを除き本新株予約権と同一の条件を有する新株予約権を含　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　　む。以下本（ｂ）号において同じ。）の発行価額の総額の過半数の　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　　本新株予約権の保有者がこれを承認した場合に限り行うことができ　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　　る。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　┃ 
┃　　　　　　　　│　会社が新株予約権を取得することができる事由及び取得の条件　　　　　　　　┃ 
┃　　　　　　　　│　　（１）株式を対価とする本新株予約権の取得条項　　　　　　　　　　　　　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　（ａ）当会社は、次回株式資金調達を行うことを決定した場合、当該取引　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　　の実行日までの日であって当会社の株主総会（当会社が取締役会設　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　　置会社である場合には取締役会）が別に定める日において、その前　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　　日までに行使されなかった本新株予約権をすべて取得するものとし、┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　　当会社は本新株予約権を取得するのと引換えに、当該本新株予約権　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　　の発行価額をその時点における転換価額で除して得られる数の転換　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　　対象株式を交付する。なお、上記の転換対象株式の数の算出にあた　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　　って１株に満たない端数が生じたときは、会社法第２３４条の規定　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　　に従って金銭を交付する。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　（ｂ）前（ａ）号の定めにより本新株予約権を取得する場合、当会社は、　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　　取得日の２週間前までに本新株予約権の保有者に対して、その旨及　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　　び転換対象株式の内容その他当該次回株式資金調達における株式発　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　　行の条件を書面にて通知するものとする。　　　　　　　　　　　　┃ 
┃　　　　　　　　│　　（２）金銭を対価とする本新株予約権の取得条項　　　　　　　　　　　　　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　（ａ）当会社が支配権移転取引等を行うことを決定した場合、当該取引の　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　　実行日までの日であって当会社の株主総会（当会社が取締役会設置　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　　会社である場合には取締役会）が別に定める日において、その前日　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　　までに行使されなかった本新株予約権をすべて取得するのと引換え　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　　に、各本新株予約権につき本新株予約権の発行価額に相当する金銭　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　　を交付する。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　（ｂ）当会社は、前（ａ）号に基づき本新株予約権を取得する日（当該日　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　　を定めなかった場合には支配権移転取引等の実行日）の２週間前ま　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　　でに本新株予約権の保有者に対して、支配権移転取引等の条件を書　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　　面で通知するものとする。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　┌─────────────┨ 
┃　　　　　　　　│　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│令和　４年１１月１０日発行┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　├－－－－－－－－－－－－－┨ 
┃　　　　　　　　│　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│令和　４年１１月１１日登記┃ 
┃　　　　　　　　├───────────────────────┴─────────────┨ 
┃　　　　　　　　│第４回Ｊ－ＫＩＳＳ型新株予約権　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　┃ 
┃　　　　　　　　│　新株予約権の数　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　┃ 
┃　　　　　　　　│　　３０個　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　┃ 
┃　　　　　　　　│　新株予約権の目的たる株式の種類及び数又はその算定方法　　　　　　　　　　┃ 
┃　　　　　　　　│　　（１）新株予約権の目的である株式の種類及び数　　　　　　　　　　　　　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　本新株予約権の目的たる株式の種類（以下「転換対象株式」という。）┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　は当会社の普通株式とする。但し、次回株式資金調達において発行す　┃ 



┃　　　　　　　　│　　　　　る株式が普通株式以外の種類株式である場合には、当該種類株式（但　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　し、その発行価額が転換価額と異なる場合には、１株あたり残余財産　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　優先分配額及び当該種類株式の取得と引き換えに発行される普通株式　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　の数の算出上用いられる取得価額は適切に調整される。）とする。　　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　本新株予約権の行使により当会社が転換対象株式を新たに発行し、又　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　はこれに替えて当会社の保有する転換対象株式を処分する数は、本新　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　株予約権の発行価額の総額を転換価額で除して得られる数とする。但　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　し、本新株予約権の行使により１株未満の端数が生じるときは、１株　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　未満の端数は切り捨て、現金による調整は行わない。　　　　　　　　┃ 
┃　　　　　　　　│　　（２）転換価額　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　（ａ）「転換価額」とは、以下のうちいずれか低い額（小数点以下切上げ）┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　　をいう。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　（ｘ）割当日以降に資金調達を目的として当会社が行う（一連の）株式　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　　　の発行（当該発行に際し転換により発行される株式の発行総額を　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　　　除く総調達額が１００，０００，０００円以上のものに限るもの　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　　　とし、以下「次回株式資金調達」という。）における１株あたり　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　　　発行価額に０．９を乗じた額（ただし、９１５，０００，０００　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　　　円を次回株式資金調達の払込期日直前における当会社の完全希釈　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　　　化後株式数の総数で除した額を下限とする）　　　　　　　　　　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　（ｙ）１，１００，０００，０００円（以下「評価額上限」という。）　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　　　を次回株式資金調達の払込期日（払込期間が設定された場合には、┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　　　払込期間の初日）の直前における完全希釈化後株式数で除して得　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　　　られる額　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　　なお、「完全希釈化後株式数」とは、当会社の発行済普通株式の総　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　　数（但し、自己株式を除く。）をいう。但し、完全希釈化後株式数　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　　の算出上、普通株式以外の株式等（但し、本新株予約権及び転換価　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　　額の定めを除き本新株予約権と同一の条件を有する新株予約権を除　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　　く。）についてはその時点で全て普通株式に転換され又は当該株式　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　　等に付された権利が行使され普通株式が発行されたものと仮定し、　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　　本号（ｃ）の場合を除き、当会社において発行を決定し未だ未発行　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　　の新株予約権があるときは、当該新株予約権のすべてが行使され普　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　　通株式が発行されたものと仮定する。「株式等」とは、当会社の株　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　　式、新株予約権、新株予約権付社債及びその他当会社の株式を取得　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　　できる権利をいう。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　（ｂ）前号にかかわらず、割当日の１８ヶ月後の応当日（以下「転換期限」┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　　という。）以降における転換価額は、評価額上限を「新株予約権の　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　　行使の条件」（ｂ）号に基づく承認がなされた日における完全希釈　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　　化後株式数で除して得られる額（小数点以下切上げ）とする。　　　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　（ｃ）前二号にかかわらず、次回株式資金調達の実行日又は転換期限以前　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　　に支配権移転取引等を当会社が承認した場合における転換価額は、　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　　評価額上限を当該支配権移転取引等の実行日における完全希釈化後　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　　株式数で除して得られる額（小数点以下切上げ）とする。　　　　　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　　なお、「支配権移転取引等」とは、（ⅰ）当会社の資産の全部又は　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　　実質的に全部の売却、譲渡その他の処分、（ⅱ）合併、株式交換又　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　　は株式移転（但し、かかる行為の直前における当会社の株主が、存　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　　続会社又は完全親会社の総株主の議決権の過半数を有することにな　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　　る場合を除く。）、（ⅲ）吸収分割又は新設分割（但し、当会社の　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　　事業の全部又は実質的に全部が承継される場合に限り、かかる行為　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　　の直前における当会社の株主が、承継会社又は新設会社の総株主の　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　　議決権の過半数を有することになる場合を除く。）、（ⅳ）当会社　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　　の株式等の譲渡又は移転（但し、かかる取引の直前における当会社　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　　の株主が、当該取引の直後において引き続き総株主の議決権の過半　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　　数を保有することになる場合を除く。）、又は（ⅴ）当会社の解散　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　　もしくは清算をいう。但し、かかる行為が当会社の持株会社（当会　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　　社の完全親会社であり、当会社の株主がかかる行為の直前における　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　　当会社の議決権比率と実質的に同比率にて株式を保有することにな　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　　る会社をいう。）の設立を目的として行われる場合、又は純粋な資　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　　金調達を目的として株式の発行又は処分が行われる場合を除く。　　┃ 
┃　　　　　　　　│　募集新株予約権の払込金額若しくはその算定方法又は払込を要しないとする旨　┃ 
┃　　　　　　　　│　　新株予約権１個あたり１００万円（以下「本新株予約権の発行価額」という。┃ 
┃　　　　　　　　│　　）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　┃ 
┃　　　　　　　　│　新株予約権の行使に際して出資される財産の価額又はその算定方法　　　　　　┃ 
┃　　　　　　　　│　　各本新株予約権の行使に際して出資すべき価額は１円とする。　　　　　　　┃ 
┃　　　　　　　　│　新株予約権を行使することができる期間　　　　　　　　　　　　　　　　　　┃ 
┃　　　　　　　　│　　各本新株予約権は、割当日の翌日以降、いつでも行使することができる。　　┃ 
┃　　　　　　　　│　新株予約権の行使の条件　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　（ａ）本新株予約権は、次回株式資金調達が発生することを条件として行　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　　使することができる。但し、次回株式資金調達が転換期限までに発　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　　生しない場合、又は次回株式資金調達の実行日若しくは転換期限以　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　　前に支配権移転取引等を当会社が承認した場合はこの限りではない。┃ 
┃　　　　　　　　│　　　（ｂ）前（ａ）号にかかわらず、次回株式資金調達が転換期限までに発生　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　　しない場合における本新株予約権の行使は、本新株予約権（転換価　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　　額の定めを除き本新株予約権と同一の条件を有する新株予約権を含　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　　む。以下本（ｂ）号において同じ。）の発行価額の総額の過半数の　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　　本新株予約権の保有者がこれを承認した場合に限り行うことができ　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　　る。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　┃ 
┃　　　　　　　　│　会社が新株予約権を取得することができる事由及び取得の条件　　　　　　　　┃ 



┃　　　　　　　　│　　（１）株式を対価とする本新株予約権の取得条項　　　　　　　　　　　　　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　（ａ）当会社は、次回株式資金調達を行うことを決定した場合、当該取引　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　　の実行日までの日であって当会社の株主総会（当会社が取締役会設　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　　置会社である場合には取締役会）が別に定める日において、その前　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　　日までに行使されなかった本新株予約権をすべて取得するものとし、┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　　当会社は本新株予約権を取得するのと引換えに、当該本新株予約権　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　　の発行価額をその時点における転換価額で除して得られる数の転換　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　　対象株式を交付する。なお、上記の転換対象株式の数の算出にあた　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　　って１株に満たない端数が生じたときは、会社法第２３４条の規定　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　　に従って金銭を交付する。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　（ｂ）前（ａ）号の定めにより本新株予約権を取得する場合、当会社は、　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　　取得日の２週間前までに本新株予約権の保有者に対して、その旨及　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　　び転換対象株式の内容その他当該次回株式資金調達における株式発　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　　行の条件を書面にて通知するものとする。　　　　　　　　　　　　┃ 
┃　　　　　　　　│　　（２）金銭を対価とする本新株予約権の取得条項　　　　　　　　　　　　　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　（ａ）当会社が支配権移転取引等を行うことを決定した場合、当該取引の　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　　実行日までの日であって当会社の株主総会（当会社が取締役会設置　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　　会社である場合には取締役会）が別に定める日において、その前日　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　　までに行使されなかった本新株予約権をすべて取得するのと引換え　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　　に、各本新株予約権につき本新株予約権の発行価額に相当する金銭　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　　を交付する。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　（ｂ）当会社は、前（ａ）号に基づき本新株予約権を取得する日（当該日　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　　を定めなかった場合には支配権移転取引等の実行日）の２週間前ま　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　　でに本新株予約権の保有者に対して、支配権移転取引等の条件を書　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　　面で通知するものとする。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　┌─────────────┨ 
┃　　　　　　　　│　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│令和　６年　９月１９日発行┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　├－－－－－－－－－－－－－┨ 
┃　　　　　　　　│　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│令和　６年　９月２４日登記┃ 
┣━━━━━━━━┿━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┷━━━━━━━━━━━━━┫ 
┃登記記録に関する│　平成３０年１０月２４日東京都港区新橋六丁目９番２号から本店移転　　　　　┃ 
┃事項　　　　　　│　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　平成３０年１１月１２日登記┃ 
┗━━━━━━━━┷━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┛ 
　＊下線のあるものは抹消事項であることを示す。


